
乗合バス運行車両の移動円滑化基準適用の除外認定について

１ 車名、型式及び車台番号

車名：トヨタ ハイエースバン  （型式３BF－TRH２２８B）

車台番号 TRH２２８－００１２７９１  

２ 車両を使用する運行路線

町内廃止代替バス路線 寺領線及び坂原線

３ 使用者

広島県山県郡安芸太田町戸河内 970 番地 3

三段峡交通株式会社

４ 認定により適用を除外する移動円滑化基準の条件及び内容

・第３７条第２項第２号   乗降口のスロープの設置

・第３９条         車椅子スペース

・第４０条第１項      通路の幅

・第４０条第２項      通路の手すりの間隔

・第４１条第１項      車内用運行情報提供設備

・第４１条第２項      車外用放送設備

・第４１条第３項      行先表示

５ 認定を必要とする理由

三段峡交通が運行する町内廃止代替バス（寺領線・坂原線）において、

現在、ハイエースバン１台・マイクロバス２台で運行している。その内

マイクロバス２台が老朽化により運行できない状況になりつつある。そ

こで、ハイエースバン２台を登録することで運行継続することができる。

人口減少により路線バス利用者が減少し、令和５年度には、寺領線の

１日あたりの利用者数が１.７人、坂原線は１０.５人となり、今後大幅

な利用増加は想定しにくい状況である。

また、積雪時には除雪の残雪により、道路幅が狭くなり、大型車両で

は離合が困難な状況が発生しているが小型車両にすることで円滑に運

行することが可能となる。

このような状況を踏まえ、乗合バス車両を、普通自動車（ハイエース

バン）を使用することが、効率的であると判断し、移動円滑化基準適用

除外認定を行うもの。

なお、寺領線・坂原線においてマイクロバスは廃車とし、普通自動車

３台で運行する。

６ 車椅子利用者への対応

車椅子のお客様の利用の際には、一般乗用旅客自動車運送事業による個

別の輸送や福祉有償運送などで必要な対策を講じる。

７ 移動円滑化基準適用除外認定申請に係る資料

資料４―１のとおり

資料３―１







乗合バス運行車両の移動円滑化基準適用の除外認定について

１ 車名、型式及び車台番号

車名：トヨタ ハイエースバン  （型式 CBA－TRH２２９W）

車台番号 TRH２２９－０００９６０３  

２ 車両を使用する運行路線

町内廃止代替バス路線 寺領線及び坂原線

３ 使用者

広島県山県郡安芸太田町戸河内 970 番地 3

三段峡交通株式会社

４ 認定により適用を除外する移動円滑化基準の条件及び内容

・第３７条第２項第２号   乗降口のスロープの設置

・第３９条         車椅子スペース

・第４０条第１項      通路の幅

・第４０条第２項      通路の手すりの間隔

・第４１条第１項      車内用運行情報提供設備

・第４１条第２項      車外用放送設備

・第４１条第３項      行先表示

５ 認定を必要とする理由

三段峡交通が運行する町内廃止代替バス（寺領線・坂原線）において、

現在、ハイエースバン１台・マイクロバス２台で運行している。その内

マイクロバス２台が老朽化により運行できない状況になりつつある。そ

こで、ハイエースバン２台を登録することで運行継続することができる。

人口減少により路線バス利用者が減少し、令和５年度には、寺領線の

１日あたりの利用者数が１.７人、坂原線は１０.５人となり、今後大幅

な利用増加は想定しにくい状況である。

また、積雪時には除雪の残雪により、道路幅が狭くなり、大型車両で

は離合が困難な状況が発生しているが小型車両にすることで円滑に運

行することが可能となる。

このような状況を踏まえ、乗合バス車両を、普通自動車（ハイエース

バン）を使用することが、効率的であると判断し、移動円滑化基準適用

除外認定を行うもの。

なお、寺領線・坂原線においてマイクロバスは廃車とし、普通自動車

３台で運行する。

６ 車椅子利用者への対応

車椅子のお客様の利用の際には、一般乗用旅客自動車運送事業による個

別の輸送や福祉有償運送などで必要な対策を講じる。

  

７ 移動円滑化基準適用除外認定申請に係る資料

資料４―２のとおり

資料３―２






